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①　公共汚水桝設置申請書　提出
・下水道の流し口である「公共桝」をどこに設置するかの意向調査を行います。


②　公共汚水桝設置
・今後予定している下水道本管工事の際に石岡市負担で汚水桝を設置します。


　③　下水道供用開始・負担金賦課対象区域　公示（４月）
　　　・下水道を使用できるようにする法手続きです。	
工事の完了した年度の次の年度の４月１日に市が行います。



④　下水道事業受益者申告書　提出（６月）
　　　　・③の公示後、使用が可能となる方へ申告書が市役所から届きます。
必要事項を記入の上、ご提出をお願いします。
　　　　　※資料３　参照


⑤　下水道事業受益者負担金　納付（７月）
　　　・納付書が市役所から届きます。ご納付をお願いします。
　　　　※資料３　参照

　　　宅内の排水設備工事
・皆様のご負担で設置いただくものとなります。
供用開始後３年以内に行っていただくようお願いしております。
※資料３　参照
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